
○鹿嶋市建設工事中間前金払取扱要領 

平成２７年６月１８日 

告示第１６４号 

（趣旨） 

第１条　この要領は，地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）附則第３

条第２項の規定に基づき，鹿嶋市が発注する建設工事における，当該工事の材料費

等に相当する額として必要な経費について，鹿嶋市公共工事前金払取扱要項（昭和

５７年告示第１９号）に規定する当該経費の４割を超えない範囲で既に実施してい

る前金払に追加して，当該経費の２割を超えない範囲の前金払（以下「中間前金払」

という。）を実施するために必要な事項を定めるものとする。 

（要件） 

第２条　中間前金払の対象となる工事については，次の全ての要件を満たすものとす

る。 

（１）１件の請負代金額の額が５００万円以上であること。 

（２）既に前払金を支出していること。 

（３）工期の２分の１を経過していること。 

（４）工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている

当該工事に係る作業が行われていること。 

（５）既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上

の額に相当するものであること。 

（中間前金払の対象者） 

第３条　市長が中間前金払の対象とすることができる者は，前条に規定する対象工事

の請負者で公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）

第２条第４項に規定する保証事業会社と同条第２項に規定する中間前払金の保証に

関する契約を締結した者（以下「請負者」という。）とする。 

（対象経費の範囲） 

第４条　中間前金払の対象となる経費の範囲は，当該工事の材料費，労務費，機械器

具の賃借料，機械購入費（当該工事において償却される割合に相当する額に限る。），

動力費，支払運賃，修繕費，仮設費，労働者災害補償保険料及び保証料に相当する

額として必要な経費とする。 

（割合等） 

第５条　中間前金払の割合は，請負代金額の１０分の２以内とする。 

２　継続費及び債務負担行為に係る契約で，前払金を各年度の出来高予定額に対して

支払うものについては，各会計年度の年割額に対応する出来高予定額を対象として

中間前金払をすることができるものとする。 

（部分払との併用） 

第６条　中間前金払は，部分払と併用できないものとする。ただし，２箇年度以上に

またがる契約にあっては，各会計年度末における部分払はできるものとする。 

（認定及び支払方法） 



第７条　請負者が中間前払金の請求をするときは，認定請求書（様式第１号）及び工

事履行報告書（様式第２号）を市長に提出するものとする。 

２　市長は，請負者から中間前金払に係る認定の請求があったときは，速やかに工事

履行報告書を調査するものとする。 

３　市長は，中間前払金を支払うことができる要件を満たしていると判断したときは，

認定結果を中間前金払認定調書（様式第３号）により請負者へ通知するとともに，

速やかに処理するものとする。 

（中間前払金の請求） 

第８条　請負者は，前条第３項により認定結果を受けたときは，工事中間前払金請求

書（様式第４号）を市長に提出するものとする。 

（保証証書） 

第９条　請負者は，前条の規定により中間前払金を請求するときは，工期末（第５条

第２項の規定により中間前金払を行う場合は，最終の会計年度以外の会計年度につ

いては，各会計年度末。）を保証期限とする，第３条に規定する中間前払金の保証

に関する契約を締結した保証事業会社の保証証書を提出するものとする。 

２　請負者は，前項の規定による保証証書の提出に代えて，電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって，当該保証契約の相手方

たる保証事業会社が定め，市が認めた措置を講ずることができる。この場合におい

て，請負者は，当該保証証書を提出したものとみなす。 

（中間前払金の端数処理） 

第１０条　中間前払金に１万円未満の端数があるときは，その端数を切り捨てるもの

とする。 

（中間前払金の使途制限） 

第１１条　請負者は，支払を受けた中間前払金を第４条に規定する経費のうち当該工

事に必要な経費以外の支払にあててはならない。 

（中間前払金の制限） 

第１２条　市長は，次の各号に掲げる場合は，中間前払金の割合を制限し，又は中間

前払金を支払わないことができる。 

（１）市の財政がひっ迫し，又はひっ迫することが予想されるとき。 

（２）正当な理由がなく工事の履行について遅延のある者又は過去において著しく

遅延を繰返した者が工事を行うとき。 

（３）前２号に掲げる場合を除くほか，市長が中間前払金を支払う必要がないと認

めたとき。 

（補則） 

第１３条　この要領に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

 


